
令和２年度税制改正大綱の概要                     株式会社コントロール社 

本稿は、『令和２年度税制改正大綱』(令和元年12月12日 自由民主党･公明党)を基に、その他各省庁資料などから参考資料を抜粋して作成しています。 

今後法令の詳細が明らかになりました際に、記事内容と相違が出る可能性がありますことを予めご了承ください。         禁無断複写・転載 

５ その他 

・利子税・還付加算金等の割合の引下げ(大綱 P.97) 

利子税・還付加算金等の割合について、次の見直しが行われます。 

①利子税の割合は、各年の利子税特例基準割合(注)が年7.3％未満の場合には、その年中においては、次

に掲げる利子税の区分に応じそれぞれ次に定める割合とされます。 

イ 次のロ以外の利子税 

その利子税特例基準割合 

ロ 相続税及び贈与税に係る利子税 

これらの利子税の割合に、その利子税特例基準割合が年7.3％に占める割合を乗じて得た割合 

(注)利子税特例基準割合とは、各年の前々年の９月から前年の８月まで(現行：前々年の10月から前年の９

月まで)の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前

年の11月30日まで(現行：12月15日まで)に財務大臣が告示する割合(以下｢平均貸付割合｣といいます｡令和

２年については年0.6％)に年0.5％(現行：年１％)の割合を加算した割合をいいます。 

②納税の猶予等の適用を受けた場合(延滞税の全額が免除される場合を除きます｡)の延滞税の割合は、

納税の猶予等をした期間の猶予特例基準割合が年7.3％未満の場合には、その期間においては、その

猶予特例基準割合(注１)とされます。 

(注１)猶予特例基準割合とは、平均貸付割合に年0.5％(現行：年１％)の割合を加算した割合をいいます。 

(注２)上記②以外の延滞税の割合については、従前どおりの割合とされます。 

③還付加算金の割合は、各年の還付加算金特例基準割合(注)が年7.3％未満の場合には、その年中におい

ては、その還付加算金特例基準割合とされます。 

(注)還付加算金特例基準割合とは､平均貸付割合に年0.5％(現行：年１％)の割合を加算した割合をいいます。 

④利子税・還付加算金等の割合について０％となることのないよう下限を整備するほか、所要の措置が

講じられます。 

適用期日等：令和３年１月１日以後の期間に対応する利子税・還付加算金等について適用 

 


